
申し込み　 問い合わせ

ガ
キ
で
（
１
人
１
通
）。
希
望
日
（
第

２
希
望
ま
で
）・
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
生
年
月
日
・
性
別
・
電

話
番
号
を
記
入
し
、
〒
３
７
１
‐
０

０
１
４
朝
日
町
三
丁
目
36
‐
17
・
前

橋
保
健
セ
ン
タ
ー
内
健
康
増
進
課
「
ス

マ
イ
ル
健
康
診
査
係
」（
☎
０
２
７
‐

２
２
０
‐
５
７
０
８
）
へ
。
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
請
で
き
ま
す

気
持
ち
新
た
に
禁
煙
に
挑
戦
を

　

禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
塾
を
開
催
。
呼

気
一
酸
化
炭
素
と
尿
中
ニ
コ
チ
ン
代

謝
物
の
濃
度
測
定
や
、
保
健
師
と
の

面
接
を
行
い
、
初
回
面
接
か
ら
３
カ

月
間
支
援
し
ま
す
。

日
時
＝
４
月
18
日
㈬
・
19
日
㈭
、
午

前
９
時
～
午
後
４
時

●
お
も
ち
ゃ
の
病
院

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理
。

日
時
＝
❶
４
月
８
日
㈰
❷
15
日
㈰
、

❸
17
日
㈫
、
午
前
10
時
～
正
午

会
場
＝
❶
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
❷
は
総
合
福
祉
会
館
❸
は
城

南
支
所

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８

●
❶
椅
子
に
座
っ
て
初
め
て
の
フ
ラ

ダ
ン
ス
❷
や
さ
し
い
フ
ラ
ダ
ン
ス

日
時
＝
４
月
13
日
㈮
・
27
日
㈮
・
５

月
11
日
㈮
・
18
日
㈮
、
❶
は
午
後
１

時
45
分
～
２
時
30
分
❷
は
午
後
１
時

～
１
時
30
分

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
の
人
、
先

着
各
30
人

内
容
＝
❷
は
足
の
動
き
を
つ
け
て
踊

り
ま
す

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８
へ

●
市
民
の
茶
席

日
時
＝
４
月
15
日
㈰
午
前
10
時
～
午

後
３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
５
階

茶
室前

橋
茶
道
会
・
矢
部
宗
芳
さ
ん

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
９
９
７
６

●
都
市
計
画
審
議
会
の
傍
聴

日
時
＝
４
月
17
日
㈫
午
後
２
時
～
４
時

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

当
日
午
後
１
時
30
分
～
50
分
に
会

場
へ
直
接

都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

●
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
４
月
17
日
㈫
午
後
３
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

当
日
午
後
２
時
30
分
～
50
分
に
会

場
へ
直
接

教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

●
初
心
者
向
け
の
パ
ソ
コ
ン
教
室

日
時
＝
５
月
26
日
～
来
年
３
月
16
日

の
土
曜
11
回
、
午
前
10
時
～
正
午

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

対
象
＝
一
般
、
15
人
（
抽
選
）

費
用
＝
１
，
５
０
０
円

用
意
す
る
物
＝W

indow
s7

以
上
の

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
ド
・
エ
ク

セ
ル
が
必
要
）

４
月
13
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
往

復
ハ
ガ
キ
で
。
講
座
名
・
住
所
・
氏

名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒
３
７
１
‐
０
０
１
７
日
吉
町
二
丁

目
17
‐
10
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
（
☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４

８
）
へ

若
い
今
こ
そ
体
調
チ
ェ
ッ
ク
を

　

学
校
や
職
場
で
健
診
を
受
け
る
機

会
の
な
い
人
を
対
象
に
、
ス
マ
イ
ル

健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

日
時
＝
８
月
18
日
㈯
・
20
日
㈪
・
25

日
㈯
・
27
日
㈪
・
９
月
９
日
㈰
・
11

日
㈫
、
午
前
９
時
～
11
時
30
分

会
場
＝
県
健
康
づ
く
り
財
団
（
堀
之

下
町
）

対
象
＝
市
内
在
住
で
昭
和
54
年
４
月

１
日
～
平
成
13
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
人４

月
２
日
㈪
～
６
月
29
日
㈮
に
ハ

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

４
月
16
日
㈪
ま
で
に
健
康
増
進
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
４
へ

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

�

☎
０
２
７
‐
２
３
４
‐
４
９
７
０

　

健
康
相
談
と
原
稿
検
索
が
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
も
利
用
で
き
ま
す
。
ア

ド
レ
ス
はhttp://w

w
w

.raijin. 
com

/kenko/

で
す
。

曜
日
・
内
容
＝
〈
月
曜
〉
痛
風
の
は

な
し
〈
火
曜
〉
口
臭
の
原
因
〈
水
曜
〉

月
経
と
排
卵
の
し
く
み
〈
木
曜
〉
ガ

ム
は
歯
に
悪
い
か
〈
金
曜
〉
お
子
さ

ん
の
耳
は
大
丈
夫
？
〈
土
日
曜
〉
ほ

く
ろ
の
癌が

ん

（
メ
ラ
ノ
ー
マ
）

直
接
相
談
タ
イ
ム
（
歯
科
）
＝
歯
科

医
師
が
直
接
相
談
。
４
月
18
日
㈬
午

後
７
時
30
分
～
９
時

そ
の
他
の
情
報

健
　
康

　認知症のＡさんは「嫁が財布を盗んだ」とぷんぷんで
す。本当は、なくさないよう自分で押し入れの奥に隠し
たのです。人は失った記憶を別の物語で埋め合わせます。
それではなぜ、取られたと訴えるのでしょう。今まで家
族を支えてきたＡさん。認知症で世話をされる側になり、
記憶とともに家庭内の尊敬される立場も失ってしまいま
した。Ａさんはこれまでの立場を嫁に奪われたと感じて
いるのかも。立場を取り戻そうと必死だったのです。認

知症の人は築いてきた社会的立場を守られると妄想が生
じにくくなります。友人が認知症になっても関係を維持
し昔話を楽しんでください。家族が認知症になったとき、
間違いを正そうとすると立場を奪うことになりかねませ
ん。かといって嘘をついてよいのか、放っておいてよい
のかと悩むことでしょう。独りで悩まず、かかりつけ医
や地域包括支援センターに相談してください。

前橋市医師会　佐藤 大仁

健康手帳　認知症の物盗られ妄想

※市民相談（☎027-898-6100）、家庭児童相談（☎027-223-4148）、母子家庭相談（☎027-220-5701)は平日の午前8時30分～午後5時15分。
教育・青少年相談（☎027-230-9090）は平日の午前9時～午後7時、土曜は午前9時～午後5時。DV相談（☎027-898-6524）、女性・セクハラ 
相談（☎027-898-6520）、就学に向けての相談（☎027-210-1234）は平日の午前9時～午後5時。自殺予防「群馬いのちの電話 」（☎027-221- 
0783）は午前９時～午前０時。

人
権
標
語
二
之
宮
小
６
年

青
木 

星
那
さ
ん

笑
顔
の
つ
ぼ
み  

あ
な
た
の
声
で  

さ
か
せ
て
み
よ
う

4 月の各種無料相談

相談名・問い合わせ 日　時 会　場 相談名・問い合わせ 日　時 会　場

法律相談
☎027-898-6100

火曜午後1時～4時
（予約は電話で。前
週の木曜午後2時
～月曜午後5時ま
でか先着9人まで ）

市役所市民相談室

※相談は年度内に
1人1回

登記相談
☎027-898-6100

4月13日㈮
午後1時～4時

市役所
市民相談室

公証相談
☎027-898-6100

4月9日㈪
午後1時～4時

行政相談
☎027-898-6100

4月10日㈫
午後1時～3時

かすかわ老人福祉
センター

行政書士相談
☎027-898-6100

5月7日㈪
午後1時～4時

4月12日㈭
午後1時～3時 大胡支所 人権相談

☎027-898-6100
4月20日㈮
午後1時～4時 市役所市民相談室

4月18日㈬
午後1時～4時 市役所市民相談室 精神科医によるこころの相談

☎027-220-5787
4月11日㈬・25日㈬、
午後1時30分～3時(各要予約） 市保健所

4月18日㈬
午後1時～3時 宮城支所 心配ごと相談

☎027-237-5006
月曜～金曜、
午後1時～4時 総合福祉会館

4月20日㈮
午後1時～3時

桂萱市民サービス
センター 外国人相談

（英語・中国語・ポルトガ
ル語・スペイン語 ）
☎027-243-7788

月曜・午後1時～5時、
木曜・午前9時～午後1時

市役所外国人相談
窓口

5月2日㈬
午後1時～3時 富士見公民館

　4月から北部・
中部地区と芳賀・
富士見地区の担
当地域包括支援
センターが変わ
ります。
北部・中部地区

（岩神町・敷島町・昭和町・平和町・
住吉町・緑が丘町・大手町・紅雲町・
千代田町・本町一・二丁目、表町 ）＝
地域包括支援センター中央西（紅雲
町一丁目・群馬中央病院内 ☎027-
288-0462）
芳賀・富士見地区＝地域包括支援セ
ンター北部（富士見町小沢・特別養
護老人ホームサンホームふじみ内 ☎
027-288-7770）

長寿包括ケア課 ☎027-898-6275

地域包括支援センター
担当地区が変わります

●
珈
琲
と
軽
食
ま
き
の
＝
４
万

６
，
０
８
０
円
を
台
湾
・
花
蓮

市
支
援
の
た
め
に

●
フ
ラ
ン
ス
健
康
サ
ロ
ン
＆
仲

間
達
＝
１
万
円
を
児
童
福
祉
の

た
め
に

●
一
市
民
か
ら
＝
ラ
ン
ド
セ
ル

１
個

●
鳥
羽
誠
さ
ん
＝
ラ
ン
ド
セ
ル

４
個

…
以
上
の
２
つ
は
社
会
福
祉
の

た
め
に
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